
－150－

（1）一部事務組合

宇和島地区広域事務
組合 ○複
（388882）

昭 48. 4. 1 宇和島市
松野町
鬼北町
愛南町 （0895） 22－8664

八幡浜・大洲地区広
域市町村圏組合 ○複
（389048）

昭 45. 8.27 八幡浜市
大洲市
西予市
内子町
伊方町

（0893） 24－1728

明 24. 7.23 松山市
東温市

（089） 976－7152

（令和７年４月１日現在）

組合の名称
（コード番号）

設 置
年 月 日

構成団体名 共 同 処 理 す る 事 務
（郵便番号）
事務所の位置
電話番号

職
員
数

○広域行政

複
⑴ 　宇和島圏地方拠点都市地域基本計画の策定
並びに同計画に基づく広域的事業の実施及び同
計画に基づき関係市町等が実施する事業の連絡
調整

⑵ 　救護施設
⑶ 　乳児院　　⑷ 　児童養護施設
⑸ 　老人デイサービスセンター
⑹ 　養護老人ホーム（宇和島市、松野町及び鬼北
町に限る。）

⑺ 　特別養護老人ホーム（併設するケアハウス及び
老人短期入所施設を含む｡）

⑻ 　消防・救急（宇和島市､松野町及び鬼北町に限る｡）
⑼ 　高圧ガス消費者への立入検査（宇和島市、松
野町及び鬼北町に限る。）

⑽ 　液化石油ガス設備工事の届出受理（宇和島
市、松野町及び鬼北町に限る。）

⑾ 　火葬場（宇和島市（旧三間町）、松野町及び鬼
北町に限る。）

⑿

⒀

　熱回収施設（併設するリサイクルセンターを含
む。）

⒁
　汚泥再生処理センター

⒂
　介護保険法に基づく要介護・支援認定調査
　管理型一般廃棄物最終処分場

（798－8601）
宇和島市曙町１
宇和島市役所内

351

⑴ 　八幡浜・大洲地方拠点都市地域基本計画に基
づく広域的事業の実施及び関係市町等が実施す
る事業の連絡調整

⑵ 　運動公園

（795－8601）
大洲市大洲690－１
大洲市役所企画情報課内

－

○第一次産業振興

松山市，東温市共有
山林組合
（388327）

）2420－197（営経、理管の林山有共
松山市北梅本町759
松山市役所小野支所内

－

（注）○複は、地方自治法第285条に規定する複合的一部事務組合である。職員数欄の数値は、令和７年地方公共団体定員管理調査に基づく
職員数である。
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昭 28.12.22 松山市
伊予市
東温市

昭 34.11.25 伊予市
砥部町
松前町 （089） 984－1265

八幡浜地区施設事務
組合 ○複
（388629）

昭 44. 7.17 八幡浜市
伊方町

（0894） 36－1020

昭 45. 9.24 大洲市
内子町

（0893） 23－0210

昭 50. 8.28 松山市
伊予市
東温市
松前町
砥部町
久万高原町

（再掲）宇和島地区広
域事務組合 ○複
（388882）

昭 48. 4. 1 宇和島市
松野町
鬼北町
愛南町 （0895） 22－8664

⑺ 　特別養護老人ホーム（併設するケアハウス及び
老人短期入所施設を含む｡）

⑻ 　消防・救急（宇和島市､松野町及び鬼北町に限る｡）
⑼ 　高圧ガス消費者への立入検査（宇和島市、松
野町及び鬼北町に限る。）

⑽ 　液化石油ガス設備工事の届出受理（宇和島
市、松野町及び鬼北町に限る。）

⑾ 　火葬場（宇和島市（旧三間町）、松野町及び鬼
北町に限る。）

⑿

⒀

　熱回収施設（併設するリサイクルセンターを含
む。）

⒁
　汚泥再生処理センター

⒂
　介護保険法に基づく要介護・支援認定調査
　管理型一般廃棄物最終処分場

組合の名称
（コード番号）

設 置
年 月 日

構成団体名 共 同 処 理 す る 事 務
（郵便番号）
事務所の位置
電話番号

職
員
数

○厚生福祉

松山養護老人ホーム
事務組合
（388343）

⑴ 　養護老人ホーム
⑵ 　診療所

（791－1134）

（791－1134）

松山市恵原町甲880　
養護老人ホーム江南荘内

松山市恵原町甲880　
養護老人ホーム江南荘内

23

伊予市・伊予郡養護
老人ホーム組合
（388416）

⑴ 　養護老人ホーム
⑵ 　介護保険法に基づく指定特定施設入居者生活
介護事業等

（791－3153）
伊予郡松前町大字大溝96－1 20

⑴ 　特別養護老人ホーム
⑵ 　消防・救急
⑶ 　一次救急休日・夜間診療所
⑷ 　高圧ガス消費者への立入検査
⑸ 　液化石油ガス設備工事の届出受理
⑹ 　し尿処理施設
⑺ 　神越緑地

（796－0111）
八幡浜市保内町喜木１番耕地5－2 143

大洲喜多特別養護老
人ホーム事務組合
（388696）

⑴ 　老人デイサービスセンター
⑵ 　特別養護老人ホーム（併設する老人短期入所施
設を含む。）

⑶ 　軽費老人ホーム
⑷ 　介護保険法に基づく居宅介護支援及び要介護
・支援認定調査

⑸ 　配食サービス事業に係る調理事務

（795－0012）
大洲市大洲810－１ 114

松山広域福祉施設事
務組合
（388980）

⑴ 　特別養護老人ホーム
⑵ 　救護施設 59

⑴ 　宇和島圏地方拠点都市地域基本計画の策定
並びに同計画に基づく広域的事業の実施及び同
計画に基づき関係市町等が実施する事業の連絡
調整

⑵ 　救護施設
⑶ 　乳児院　　⑷ 　児童養護施設
⑸ 　老人デイサービスセンター
⑹ 　養護老人ホーム（宇和島市、松野町及び鬼北
町に限る。）

（798－8601）
宇和島市曙町１
宇和島市役所内
（

351

（089）968－2726

（089）968－2726
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昭 48. 2. 1 宇和島市
八幡浜市
西予市
伊方町

（0895） 25－3222

昭 45. 5. 7 伊予市
松前町

（089） 982－1287
昭 34.11. 9 伊予市

松前町
（089） 984－5602

昭 37. 8.16 大洲市
伊予市
砥部町
内子町

大洲市米津乙 1 － 2
（0893） 26－0200

（再掲）八幡浜地区施
設事務組合 ○複
（388629）

昭 44. 7.17 八幡浜市
伊方町

（0894） 36－1020

昭 41. 4. 2 松山市
東温市
砥部町
久万高原町

（再掲）宇和島地区広
域事務組合 ○複
（388882）

昭 48. 4. 1 宇和島市
松野町
鬼北町
愛南町 （0895） 22－8664

組合の名称
（コード番号）

設 置
年 月 日

構成団体名 共 同 処 理 す る 事 務
（郵便番号）
事務所の位置
電話番号

職
員
数

○環境衛生

南予水道企業団
（388866）

）7200－897（業事給供水用道水
宇和島市柿原字童子甲1929－34 30

伊予地区ごみ処理施
設管理組合
（388653）

）3913－997（却焼みご
伊予市米湊820　伊予市役所内 5

伊予市松前町共立衛
生組合
（388408）

し尿処理施設（旧中山町、旧双海町の区域に係るも
のを除く。）

（791－3120）
伊予郡松前町大字筒井1795－10 9

大洲・喜多衛生事務
組合
（388424）

⑴ 　し尿処理施設（旧伊予市及び旧砥部町の区域
に係るものを除く。）

⑵ 　し尿及び浄化槽に係る汚泥に関する事務（〃）
⑶ 　浄化槽清掃業の許可（〃）

（795－0042）
5

⑴ 　特別養護老人ホーム
⑵ 　消防・救急
⑶ 　一次救急休日・夜間診療所
⑷ 　高圧ガス消費者への立入検査
⑸ 　液化石油ガス設備工事の届出受理
⑹ 　し尿処理施設
⑺ 　神越緑地

（796－0111）
八幡浜市保内町喜木１番耕地5－2

（791－1134）
松山市恵原町甲880　
養護老人ホーム江南荘内
（089）968－2726

143

松山衛生事務組合
（388262）

し尿処理施設（旧広田村の区域に係るものを除く。）
8

⑴ 　宇和島圏地方拠点都市地域基本計画の策定
並びに同計画に基づく広域的事業の実施及び同
計画に基づき関係市町等が実施する事業の連絡
調整

⑵ 　救護施設
⑶ 　乳児院　　⑷ 　児童養護施設
⑸ 　老人デイサービスセンター
⑹ 　養護老人ホーム（宇和島市、松野町及び鬼北
町に限る。）

（798－8601）
宇和島市曙町1
宇和島市役所内

351

⑺ 　特別養護老人ホーム（併設するケアハウス及び
老人短期入所施設を含む｡）

⑻ 　消防・救急（宇和島市､松野町及び鬼北町に限る｡）
⑼ 　高圧ガス消費者への立入検査（宇和島市、松
野町及び鬼北町に限る。）

⑽ 　液化石油ガス設備工事の届出受理（宇和島
市、松野町及び鬼北町に限る。）

⑾ 　火葬場（宇和島市（旧三間町）、松野町及び鬼
北町に限る。）

⑿

⒀

　熱回収施設（併設するリサイクルセンターを含
む。）

⒁
　汚泥再生処理センター

⒂
　介護保険法に基づく要介護・支援認定調査
　管理型一般廃棄物最終処分場
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昭 47. 9.13 伊予市
松前町
砥部町

（799－3193）
伊予市米湊820
伊予市役所総務課内
（089） 982－1111

昭 47. 9.13 伊予市
松前町
砥部町

（799－3193）
伊予市米湊820
伊予市役所内
（089） 982－1111

昭 49. 6. 1 大洲市
内子町

（795－0012）
大洲市大洲1034－ 4
（0893） 24－0119

（再掲）八幡浜地区施
設事務組合 ○複
（388629）

昭 44. 7.17 八幡浜市
伊方町

（796－0111）
八幡浜市保内町喜木 1 番耕地5－2
（0894） 36－1020

（再掲）宇和島地区広
域事務組合 ○複
（388882）

昭 48. 4. 1 宇和島市
松野町
鬼北町
愛南町

（798－8601）
宇和島市曙町1
宇和島市役所内
（0895） 22－8664

昭 26.10. 1 愛南町
高知県宿毛市

（798－4196）
南宇和郡愛南町城辺甲2420
愛南町役場内
（0895） 72－1113

組合の名称
（コード番号）

設 置
年 月 日

構成団体名 共 同 処 理 す る 事 務
（郵便番号）
事務所の位置
電話番号

職
員
数

○教育

伊予消防等事務組合
（388858）

⑴ 　消防（消防団、消防水利に関する事務を除く。）
⑵ 　救急
⑶ 　高圧ガス消費者への立入調査
⑷ 　液化石油ガス設備工事の届出受理
⑸ 　火葬場

158

（再掲）伊予消防等事
務組合
（388858）

⑴ 　消防（消防団、消防水利に関する事務を除く。）
⑵ 　救急
⑶ 　高圧ガス消費者への立入調査
⑷ 　液化石油ガス設備工事の届出受理
⑸ 　火葬場

158

大洲地区広域消防事
務組合
（388963）

⑴ 　消防（消防団、消防水利に関する事務を除く。）
⑵ 　救急 106

⑴ 　特別養護老人ホーム
⑵ 　消防・救急
⑶ 　一次救急休日・夜間診療所
⑷ 　高圧ガス消費者への立入検査
⑸ 　液化石油ガス設備工事の届出受理
⑹ 　し尿処理施設
⑺ 　神越緑地

143

⑴ 　宇和島圏地方拠点都市地域基本計画の策定
並びに同計画に基づく広域的事業の実施及び同
計画に基づき関係市町等が実施する事業の連絡
調整

⑵ 　救護施設
⑶ 　乳児院　　⑷ 　児童養護施設
⑸ 　老人デイサービスセンター
⑹ 　養護老人ホーム（宇和島市、松野町及び鬼北
町に限る。）

351

高知県宿毛市愛媛県
南宇和郡愛南町篠山
小中学校組合
（388599）

育教校学中小
－

○消防

⑺ 　特別養護老人ホーム（併設するケアハウス及び
老人短期入所施設を含む｡）

⑻ 　消防・救急（宇和島市､松野町及び鬼北町に限る｡）
⑼ 　高圧ガス消費者への立入検査（宇和島市、松
野町及び鬼北町に限る。）

⑽ 　液化石油ガス設備工事の届出受理（宇和島
市、松野町及び鬼北町に限る。）

⑾ 　火葬場（宇和島市（旧三間町）、松野町及び鬼
北町に限る。）

⑿

⒀

　熱回収施設（併設するリサイクルセンターを含
む。）

⒁
　汚泥再生処理センター

⒂
　介護保険法に基づく要介護・支援認定調査
　管理型一般廃棄物最終処分場
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明 24. 1.13 伊予市
松前町
砥部町

伊予市米湊820
伊予市役所会計課内
（089）

（089）

 

 

982

941

－

－

1111

7598

愛媛県市町総合事務
組合 ○複
（388289）

昭 32. 7. 5 大洲市
伊予市
四国中央市
西予市
東温市

外 14 一部
事務組合

（790－0001）
　松山市一番町4－1－2
　愛媛県自治会館内

（790－0001）
　松山市一番町4－1－2
　愛媛県自治会館内
（089）913－5800

西条市
大洲市
伊予市
四国中央市
西予市
東温市

伊予消防等
事務組合
大洲地区広
域消防事務
組合

西予市
東温市

平 18. 4. 1 県下全市町
（20市町）

組合の名称
（コード番号）

設 置
年 月 日

構成団体名 共 同 処 理 す る 事 務
（郵便番号）
事務所の位置
電話番号

職
員
数

○その他

伊予市外二町共有物
組合
（388891）

⑴ 　救荒予備のため積み立てた財産の増殖、維持
管理及び処分

⑵ 　非常凶荒にかかり生活が著しく困難となった者
の救済

⑶ 　公共事業・福祉事業で組合議会の議決を経た
ものへの救助

（799－3113）
－

市町職員等の退職手当の支給
13

⑴ 　非常勤消防団員等に係る損害補償等（伊予消
防等事務組合、大洲地区広域消防事務組合は
除く）

⑵ 　非常勤消防団員に係る退職報償金の支給（伊
予消防等事務組合、大洲地区広域消防事務組合
は除く）

⑶ 　消防吏員等に係る賞じゅつ金の支給

愛媛県自治会館の管理
市町議会議員の公務災害補償等

交通事故により災害を受けた組合市町の住民・その
遺族の生活の共済

愛媛地方税
滞納整理機構
（389111）

⑴ 　地方税法（昭和25年法律第226号）の規定に基
づき市町が賦課徴収することとされている地方
税並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関す
る法律（平成31年法律第３号）第７条の規定よ
り個人の市町村民税の均等割及び個人の都道府
県民税の均等割の賦課徴収と併せて賦課徴収す
ることとされている森林環境税に係る滞納事案
のうち、関係市町の長から機構が引き受けた事
案に係る滞納処分及びこれに関連する事務並び
に滞納処分の停止又は不納欠損処分をすること
についての判定に係る事務
　関係市町の職員に対する徴収業務に関する研
修に係る事務
　関係市町の徴収業務に関する分析及び提言に
係る事務

⑵

⑶

－

○企業団（再掲）

南予水道企業団
（388866）

昭 48. 2. 1 宇和島市
八幡浜市
西予市
伊方町

水道用水供給事業 （798－0027）
宇和島市柿原字童子甲1929－34
（0895） 25－3222
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○構成団体が2以上の都道府県にわたる一部事務組合

（再掲）
高知県宿毛市愛媛県
南宇和郡愛南町篠山
小中学校組合
（388599）

昭 26.10. 1 愛南町
高知県宿毛市

小中学校教育 （798－4196）
南宇和郡愛南町城辺甲2420
愛南町役場内
（0895） 72－1113

－


